
 

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価について（補足説明） 

 

 

1 事業評価の目的 

 

 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価は、五泉市地域公共交通活性化協議会が「五泉市

地域内フィーダー系統確保維持計画」に位置付けられた補助対象事業について、事業の実施状況の

確認、目標達成状況等の評価を行うことによって、補助対象事業がより効果的、効率的に推進される

ことを目的としています。 

 

 

2 計画の概要 

 

 平成 27年度五泉市地域内フィーダー系統確保維持計画 

①対象期間     平成 26年 10月 1日～平成 27年 9月 30日 

②事業の目標   ごせん乗合タクシー「さくら号」について、本計画の期間である向こう３ヶ年の間、

運行を継続し、利用者の利便性を確保・維持する。 

それぞれの系統の輸送人員について、前年比 100％以上を維持する。 

 

3 事業評価の概要 

 

 計画に位置付けられた実施内容（系統・運行回数等）のとおり運行されたか、及び事業の目標が達

成されたかの評価を行いました。 

 

○事業実施の適切性 

  すべて「A 適切に実施された」の評価を行っております。 

  当協議会の計画に基づく事業は、市内全域の交通空白地域を解消し、郊外と市街地の移動に

利便性・交流性の高い公共交通体系を実現する事であり、その運行は計画に記載どおりの系統、

及び日数の運行を行いましたので、すべての系統について A評価としました。 

 

 

 

 

 

○目標・効果達成状況 

  3系統のうち、「A評価 2系統、 B評価 1系統」となっております。 

当協議会の事業目標である「輸送人員について、前年比 100％以上を維持する。」に満たなか

った村松エリア 1系統のみ、B評価といたしました。 

 

 

A 事業が計画に位置付けられたとおり、適切に実施された。 

B 事業が計画に位置付けられたとおりに実施されていない点があった。 

C 事業が計画に位置付けられたとおりに実施されなかった。 

A 事業が計画に位置付けられた目標を達成した。 

B 事業が計画に位置付けられた目標を達成できていない点があった。 

C 事業が計画に位置付けられた目標を達成できなかった。 
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